
１０／１４（土）の行事 【道庁プレスリリース】

報道発表資料の配付日時 10月10日（火） 10時00分

発 表 項 目 「労働関連情報ＰＲコラボイベントinチカホ」の開催について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

このたび、北海道労働委員会では、北海道社会保険労務士会札幌三支部及
概 要 びジョブカフェ北海道と連携し、労働問題や年金にまつわる一連の情報発信

を行うイベントを開催します。
また、労使紛争の解決を支援する「個別的労使紛争あっせん制度」の利用

について、相談ブースを設け、一般の方のお悩みに対応します。

記
１ 日 時

令和５年10月14日（土）10：00～18：00
２ 場 所

札幌駅前通地下歩行空間 北大通交差点広場（東）
（札幌市中央区大通西３丁目）

３ 内 容
(1)「個別的労使紛争あっせん制度」紹介パネル展
・労働委員会の制度紹介
・マンガやイラストによる労使紛争の解決事例紹介 など

(2)無料相談会の実施
・労働委員会
労働トラブルに係る個別的労使紛争あっせん制度の利用相談

・社会保険労務士会
社会保険労務士による年金、雇用、賃金等の相談対応

(3)ジョブカフェ北海道の就職支援情報パンフレットの配布
※ 配付資料･･････開催要領、チラシ１枚

参 考 このイベント情報は以下のホームページにも掲載しています。
・労働委員会ホームページ ・北海道ブログ

（超！！旬ほっかいどう）
（https://www.pref.h （https://plaza.rakuten.
okkaido.lg.jp/rd/sms co.jp/machi01hokkaido/d
/ivent-annai.html） iary/202310040000/）

報 道 ( 取 材 ) このイベントは、多くの方に当労委の労使間労働トラブルの解決を支援す
に 当 た っ て る「個別的労使紛争あっせん制度」を知っていただくために実施します。
の お 願 い 本イベントを幅広く事前告知いただきますよう、特段のご配慮をお願いし

ます。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 北海道労働委員会事務局調整課（担当者：天間）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－２０４－５６６７
内線 ３２－５８６



令和５年４月17日決 定
令和５年７月25日一部改正

「労働関連情報ＰＲコラボイベントinチカホ」開催要領

１ 開催趣旨
「雇用の入口から出口までトータルサポートの推進」を目的に、北海道労働委員会、

北海道社会保険労務士会札幌三支部及びジョブカフェ北海道が相互に連携し、労働関連
情報の発信や労働相談を実施することにより、広く一般道民に対して各機関の制度や取
組について周知・ＰＲを行う。

２ 主 催
北海道（北海道労働委員会）

３ 共 催
北海道社会保険労務士会札幌三支部（札幌中支部、札幌東支部、札樽北支部）、
ジョブカフェ北海道

４ 後 援
札幌市

５ 開催日時
令和５年10月14日（土）10時～18時

６ 会 場
札幌駅前通地下歩行空間[北大通交差点広場（東）]
（札幌市中央区大通西３丁目）

７ 対象者
一般道民

８ 予定来場者数
約100人

９ 開催内容

区 分 実施事項 実施内容

北海道労働委員会 個別的労使紛争あっせ ・個別的労使紛争あっせん制度
ん制度等紹介 を紹介するパネル展、動画の

放映
・リーフレット、啓発用ティッ
シュ等の配付

・個別的労使紛争あっせん相談
の実施

北海道社会保険労務士会 労働・年金問題相談対 ・社会保険労務士による無料相
札幌三支部 応 談会の実施

ジョブカフェ北海道 就業に関する情報提供 ・就業に関するポスターの掲示
・就業に関するリーフレットの
配付

10 アンケートの実施
翌年度の取組の参考とするため、来場者に対して、イベントに対する意見や感想等の

アンケートを実施する。

11 新型コロナウイルス感染対策
原則として、マスクの着用は任意とし、消毒液や相談ブースにおけるパーテーション

設置等の感染対策は実施しない。
ただし、感染状況に応じて、必要な対策を講じるものとする。




